
別紙様式２ 
(用紙 日本産業規格Ａ４縦型) 

 

九州国際大学の学則の変更について（届出） 
 

令和５年３月６日 

 

文 部 科 学 大 臣  殿 

 

                             学校法人九州国際大学 

理事長 權堂 健司 

 

このたび、下記の事項について、学校教育法施行規則第２条の規定により、別紙書類を添えて

届け出ます。 

 

記 

 
 
・ 休業日、一年間の授業期間及び授業の方法等の改正に係る学則変更 

 

なお、学則については、全文をホームページ上で公表しており、添付を省略します。 

 
 



変更の事由及び時期を記載した書類 

 

１ 変更の事由 

休業日、一年間の授業期間及び授業の方法等の改正に伴い、学則を変更する 

もの。 

 

２ 変更の時期 

  令和５年４月１日 
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九州国際大学学則 新旧対照表（案） 

 
 

新 旧 

九州国際大学学則 

 

第１条から第９条 ＜省略＞ 

 

第１０条 休業日は、次のとおりとする。 

（１） 日曜日及び土曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律に定める休日 

（３） 学園創立記念日（５月１日） 

（４） 春季休業（自３月１日至３月３１日） 

（５） 夏季休業（自８月１日至９月１０日） 

（６） 冬季休業（自１２月２５日至１月７日） 

２ 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を

臨時に変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の

休業日を定めることができる。 

 

第１１条から第２８条 ＜省略＞ 

 

第２９条 １年間の授業期間は、３５週にわたる

ことを原則とする。 

２ 各授業科目の授業は、１５週にわたる期間を

単位として行うものとする。ただし、教育上特

別の必要があると認められる場合は、これらの

期間より短い特定の期間において授業を行う

ことができる。 

 

第２９条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習

若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行う。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところ

により、多様なメディアを高度に利用して、当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させる

ことができる。 

３ 前項の規定により実施する授業科目につい

ては、学長が学期毎に定め学生に通知するもの

とする。 

 

第３０条から第３３条の２ ＜省略＞ 

 

九州国際大学学則 

 

第１条から第９条 ＜省略＞ 

 

第１０条 休業日は、次のように定める。 

（１） 日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律に定める休日 

（３） 学園創立記念日（５月１日） 

（４） 春季休業（自３月１日至３月３１日） 

（５） 夏季休業（自８月１日至９月１０日） 

（６） 冬季休業（自１２月２５日至１月７日） 

２ 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を

臨時に変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の

休業日を定めることができる。 

 

第１１条から第２８条 ＜省略＞ 

 

第２９条 １年間の授業期間は、定期試験等を含

め３５週にわたることを原則とする。 

２ 各授業科目の授業は、１５週にわたる期間を

単位として行うものとする。ただし、教育上特

別の必要があると認められる場合は、これらの

期間より短い特定の期間において授業を行う

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０条から第３３条の２ ＜省略＞ 
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第３４条 大学は、授業科目を履修し、試験、論

文又は履修の平常状況により学修の成果を評

価し、合格した学生には、所定の単位を与える。 

２ 前項の試験等の成績評価は、ＡＡ・Ａ・Ｂ・

Ｃ・Ｆとし、ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格とする。 

３ 試験については、修学規程の定めるところに

よる。 

 

第３５条から第３６条の５ ＜省略＞ 

 

第３７条 学長は、次の各号の要件を充足した者

については、卒業を認定し、卒業証書・学位記

を授与する。 

（１） 本学に４年（第１６条第１項並びに第

１７条第１項により入学した者につい

ては、第１６条第２項並びに第１７条第

２項により定められた在学すべき年数）

以上在学すること 

（２） 第２７条及び第２８条の規定に従い、

法学部並びに現代ビジネス学部は１２４

単位以上を修得すること 

２ 前項第２号の規定により卒業の要件として

修得すべき単位数のうち、第２９条の２第２項

の授業の方法により修得する単位数は６０単

位を超えることができない。 

 

以下 ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３４条 大学は、授業科目を履修し、試験、論

文又は履修の平常状況により合格した学生に

は、所定の単位を与える。 

２ 前項の試験等の成績評価は、ＡＡ・Ａ・Ｂ・

Ｃ・Ｆとし、ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格とする。 

３ 試験については、修学規程の定めるところに

よる。 

 

第３５条から第３６条の５ ＜省略＞ 

 

第３７条 学長は、次の各号の要件を充足した者

については、卒業を認定し、卒業証書・学位記

を授与する。 

（１） 本学に４年（第１６条第１項並びに第

１７条第１項により入学した者につい

ては、第１６条第２項並びに第１７条第

２項により定められた在学すべき年数）

以上在学すること 

（２） 第２７条及び第２８条の規定に従い、

法学部並びに現代ビジネス学部は１２４

単位以上を修得すること 

 

 

 

 

 

以下 ＜省略＞ 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ 改正後の学則第２６条の規定は、施行日以後

に入学した者から適用し、施行日前に入学した

者については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、令和３年度に２年

次又は３年次に転入学又は編入学した者及び

令和４年度に３年次に転入学又は編入学した

者については、改正後の学則第２６条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 
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附 則 

この学則は、令和５年４月１日から施行する。 
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